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県営姫路江鮒鉄筋住宅外３住宅　各戸量水器取替工事にかかる質問回答書

図面
A-37

　〇〇〇〇〇〇〇〇
と考えてよろしいでしょうか。

　№１の図面番号および質問事項は例文
が残ったものと判断するため、回答の対
象外とします。

量水器は支給品
と考えてよろしいでしょうか。

　新量水器は支給品でなく、受注者手配
となります。

もし、量水器が支給品であれば、撤去後の
返却は各市に返却
と考えてよろしいでしょうか。

　設計書P-2 ［3］特記仕様書 15点目の
とおりです。
　撤去後の旧量水器は各市からの支給品
でないため、各市への返却は不可としま
す。


